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はじめに

DIPS2.0 飛行許可・承認申請機能の利便性向上にあたり、

本書の対応が必須となります！

これは全てのユーザー様が対象です！

以降で説明する手順をご確認のうえ、

飛行申請前に、必ずご対応をお願いします！



対応をお願いする理由について

令和6年5月31日に政府へ提出された「規制改革推進に関する答申」を受け、無人航空機の飛行に関する許可・承認
手続き期間の１日化を目指すべく、当該許可・承認の申請手続き内容の簡素化並びに審査の迅速化を行います。

上記取り組みの一環として、ドローン情報基盤システム（以下、DIPS2.0）においても利便性を向上させるべく、

以下のシステム改修を実施し、以降の申請手続きが容易になるようにいたします。

「操縦者の基本基準/追加基準への適合性」の入力方法を

変更することで、申請のたびに毎回入力する必要が無くなります！

これまでは...

飛行申請を行う都度、対象となる操縦者それぞれに、操縦者の追加基準適合性を入力する
仕様となっていたため、申請のたびに同じ入力操作を行う手間が発生していました。

これからは...

操縦者の追加基準適合性を操縦者を事前登録する段階で一括入力する仕様となるため、
一度入力をすれば、それらの情報を飛行申請時に毎回入力する必要がなくなることから、

それ以降の申請手続きが容易になります！



全てのユーザー様へのお願い

操縦者の基本基準・追加基準の適合性入力を申請のたびに対応する必要をなくすため

以下の対応をお願いします。全てのユーザー様が対象です！

 メインメニュー の 

から

「操縦者の基準への適合性」

「操縦者の追加基準への適合性」

の入力をお願いします。

次のページより、入力方法を説明します



入 力 手 順



「操縦者の基準・追加基準への適合性」入力手順

DIPS2.0にログインし、「飛行許可・承認申請メインメニュー」へアクセスします。



「操縦者の基準・追加基準への適合性」入力手順

次に、「操縦者情報の登録・変更」ボタンを押下します。



「操縦者の基準・追加基準への適合性」入力手順

登録している操縦者の「編集」ボタンを押下します。

※飛行申請を行う予定のある、全て操縦者に対して同じ操作を行ってください。



「操縦者の基準・追加基準への適合性」入力手順

表示された画面を下にスクロースし、項番Ⅲのラジオボタンを入力します。

ス
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ル



「操縦者の基準・追加基準への適合性」入力手順

さらに画面を下にスクロースし、項番Ⅳのラジオボタンを入力します。

※回転翼航空機、飛行機、滑空機、飛行船のすべての項目を入力してください。
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「操縦者の基準・追加基準への適合性」入力手順

最後に、登録ボタンを押下します。

ス
ク
ロ
ー
ル

以上で対応は終了です。

これで今後の申請手続きでの操縦者の追加基準適合性の入力は不要となります。



参考: 申請書作成時における操縦者の追加基準適合性の扱いについて

12

★ 注意 ★

追加基準への適合性を変更したい場合には、同様に

申請前の「操縦者情報の登録・変更画面」から変更ください。

※申請書作成画面で入力状況が表示されますが、そこでの変更はできません。

申請書作成画面 STEP.3

「操縦者情報の登録・変更画面」で
入力した情報が反映されますが、
本画面での変更はできません。

「操縦者選択」押下

「追加基準」押下



「操縦者の基準・追加基準への適合性」入力手順

以上で対応は終了です。

ご協力頂き、ありがとうございました。
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